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南予地方局不法投棄防止対策推進協議会の今後に関するアンケート結果 

 

南予地方局不法投棄防止対策推進協議会の開催時期等を６、７月の早い時期に開催

するかどうかを含め、会議のあり方を検討するために実施したアンケートについて、

以下のとおり取りまとめました。 

 

問１ 現在は 10月～12月に協議会を開催し、実績（予定を含む）を報告しています        

   が、開催時期等を見直した方がいいでしょうか。 

  １ 今まで通りで構わない            16名 

  ２ 開催時期を見直した方がよい          0名 

  ３ 開催回数を見直した方がよい          0名 

  ４ 開催時期も開催回数の両方見直した方がよい   0名 

５ その他                    1名 

    ・八幡浜支局と開催時期や議事スタイルが異なっているが整合性を図る必要

はないか。 

 

問２ 問１で２～４と回答した方にお聞きします。 

見直す内容についての考えとその理由をお答えください。 

・特に意見はありませんでした。 

 

 

問３ 協議会において議題として取り上げてもらいたい内容はありますか。 

  ・今のままでよい。 

 

 

問４ 協議会において情報提供してもらいたい内容はありますか。 

   ・巡視艇による沿岸部の合同パトロールを端緒にした、撤去などの実績。 

   ・放置艇の撤去の取り組み状況。 

  ・現状で充分と思う。 

・近年問題になっている海洋プラスチックごみの県内の集積状況や対策（処理 

状況）について情報提供頂きたい。 

 

 

問５ その他に何かご意見があればお答えください。 

・特に意見はありませんでした。 
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海洋ごみ対策の
3つの観点



海洋ごみ対策の３つの観点

・立入困難地域での調査

・定点での組成等調査

・河川からの流入量調査etc.

調査分析

・環境学習セミナー

・環境啓発イベント

・TV等による情報発信etc.

発生抑制

・立入困難地域の回収

・海岸管理者による回収

・市町回収事業の補助etc.

回収処理

• 調査により南予地域に漂着ごみが多いと判明。

• 漂着ごみの多い地域での大規模な回収事業を実施中。

• 海ごみの現状について学ぶ機会の提供や参加型ごみ拾いイベントを展開しています。



調査分析



・調査箇所 海岸部：伊方町伊方越鯛ノ浦海岸、愛南町船越海岸

沿岸部：伊予灘北部、宇和海中部

・調査時期 令和６年９月～令和７年１月

漂着ごみ調査 漂流ごみ調査 マイクロプラスチック調査 漂着ごみ変動調査

海洋プラスチックごみ実態把握調査



漂着ごみ調査

年度・地点に関わらず、
漂着ごみの大半が
プラスチックという結果に

海洋プラスチックごみ実態把握調査



漂着したプラスチックの内訳

海域由来の割合が高い傾
向がみられる。

海洋プラスチックごみ実態把握調査



マイクロプラスチック調査

R６は両地点で増加したが、
年度ごとの変動が大きいた
め、
継続した調査が必要。

海洋プラスチックごみ実態把握調査



海洋プラスチックごみ実態把握調査

漂着ごみ変動調査

いずれの海岸もごみ回収後から約１か月で回収前の漂着量に到達。

海洋ごみの漂着は、風向及び風速の影響を大きく受けている。

伊方町伊方越 愛南町船越海岸

漂着ごみ調査の実施
（ごみ回収）



海洋プラスチックごみ実態把握調査

漂着ごみの変動の様子

〈愛南町船越海岸〉

定期的な回収をすることが必要！



海岸線1,704㎞について
航空機写真を用いて解析

漂着ごみの容量を推計し、
０～４の５つのランクに分類

漂着ごみの分布状況を把握

海洋漂着ごみエリア実態調査・分析事業

実際に解析に用いた航空写真の１枚



東予や中予と比較して、

南予に漂着ごみが多い

海洋漂着ごみエリア実態調査・分析事業

少ない

ごみ量

多い

ランク０

ランク１

ランク２

ランク３

ランク４



瀬戸内オーシャンズX事業追跡調査

漂着ごみ追跡調査 漂着ごみ変動調査
全35地点を３回、ドローンで撮影

（12～1月、２月、３月）

期間ごとに散乱ごみのランク分けを実施

調査地点（３地点）に固定カメラを設置し、

１日５回記録。

１日ごとに散乱ごみのランク分けを実施



漂着ごみ追跡調査

調査期間中の漂着ごみは
概ね横ばい又はやや減少傾向

風向及び風速の影響を受け、

再漂流した可能性が高い

瀬戸内オーシャンズX事業追跡調査



瀬戸内オーシャンズX事業追跡調査

漂着ごみ変動調査

（由良半島） （由良半島）（日振島）

調査期間中の漂着ごみは概ね横ばい（4u1、4a2）
又はゆるやかに増加（4a1）



降雨開始後の河川水量増加に伴う流下量
や流域人口等から県内流下量を推計

河川から瀬戸内海へのごみ流入実態調査

・調査方法 各河川１か所（橋梁）にカメラを設置し、
河川を流下するプラスチックを撮影

・調査時期 R５年度：非出水期
R６年度：出水期、非出水期

・調査河川 県内６河川（東・中・南予 各２河川ずつ）

〈調査機材〉



河川から瀬戸内海へのごみ流入実態調査

〈調査手法〉
1．各調査地点に、モニタリングカメラを設置。
2．撮影した動画を解析し、プラスチックごみ
の輸送量を記録

3．プラスチックごみの輸送量（L）とその際
の河川の流量（Q）を用いて関係式（L-Q式）
を作成
4．L-Q式を用いて瀬戸内海への年間のプラス
チックごみ流出量を推計

年間14～65ｔものごみが県内河川から瀬戸内海に流
出している
※河川流量の変動によるごみ流出量等の変化を示したものであり、ごみのポイ捨て量等の変化

を示しているものではない。



回収処理



令和４年度から、
県管理の立入困難海岸を含む漂着
ごみの多い海岸で重点的に実施

小型船による回収・フロート等が
かさ張り運搬が困難であることな
どが原因で期間やコストを要する
ことが判明。

立入困難海岸での回収・処理



上陸母船による巡回回収事業

上陸母船を用いた巡回回収によ
り効率的な回収を実現

令和６年度から３年間で
立入困難海岸のホットスポット
107ヶ所を一気に回収

〈R7.7時点進捗〉
・57ヶ所（約53％）
・軽トラ15,590台相当（約58％）

瀬戸内オーシャンズX



国の補助金を活用して、
現在９市町※で海岸漂着物の回
収・処理を実施している。
※松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、

松前町、伊方町、愛南町

昨年度は９市町合計で 197.6ｔ回
収・処理を行った。

各市町の海洋ごみ回収・処理事業



漁業者と連携した海洋ごみ回収モデル構築事業

漁業者が養殖場の周辺で発見した海

洋ごみや操業中に網にかかって引き

揚げられたごみ等を回収し、港に持

ち帰る

回収
市町が自ら運搬・処理施設で処理す

る、もしくは、運搬・処理業者に委

託して処理する

運搬処理
漁業者が回収したごみを分別し、コ

ンテナ等に保管

分別保管

≪実施市町（現在３市町）≫

・宇和島市 ・大洲市 ・愛南町



発生抑制



ごみ拾いに「スポーツ」の
エッセンスを加え、
社会奉仕活動を「楽しめる
イベント」へ変換

愛顔のスポGOMI

伊予ステージ・回収後集合写真

〈今年度開催地〉

伊予ステージ（海ごみ） 104名・35チーム／約92㎏

宇和島ステージ（街ごみ） 100名・34チーム／約37㎏

新居浜ステージ（川ごみ） 29名・10チーム／約17㎏



次世代を担う子供たちを対象
に、海洋ごみ問題について理
解と関心を深め、海洋ごみの
発生抑制につなげるため環境
学習会と海岸清掃活動を実施

ビーチクリーンスクール

〈今年度〉

・今治市志島ヶ原（１０月実施） ２５名／約５㎏

・八幡浜市大島 （１１月実施） ２０名／約３０㎏



愛媛県海岸漂着物対策活動推進員・団体制度

【現在】８名、28団体に委嘱・指定

海岸漂着物処理推進法に基づき、
県や市町と連携して海岸や河川の清掃活動、住民等への助言や情報提
供等を行うなど、
協力的な役割を担う個人や団体を「愛媛県海岸漂着物対策活動推進
員・団体」として委嘱・指定する制度

○推進員等の活動内容

・ビーチクリーン活動、河川清掃活動の普及活動

・学校や地域での出前講座

・県が実施する海岸漂着物等の回収活動や調査への協力

・海岸漂着ごみ問題に関する普及啓発事業への協力

・海岸清掃等のボランティア活動に取り組む団体等に対

する相談支援 など

○推進員等に登録するメリット

・海洋ごみに関する調査の結果をいち早く知ることができること

・海岸漂着物対策に関するパネルの貸出等が受けられること

・推進員等の活動ができる機会やイベント等について情報提供を

受けられること など



愛媛県海岸漂着物対策活動推進員・団体制度

〇応募要件：次の要件(1)(2)を満たす個人及び団体

（１）海岸漂着物対策に係る次のいずれかの活動実績が３年以上

ア 海岸漂着物等の回収

イ 海岸漂着物等に関する調査研究

ウ 海岸漂着物の発生抑制等に関する普及啓発や情報発信

（２）次のいずれかに該当すること

ア 推進員及び推進団体（以下「推進員等」という）の育成を

目的として県が主催する講習会に参加した者・団体

イ 愛媛県海岸漂着物対策推進協議会委員による

推薦があった者・団体

〇任期：委嘱又は指定の日から５年間
（再委嘱・再指定可）

〇募集期間：来年度も7月頃～募集する予定



御清聴ありがとうございました
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